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老
齢
福
祉
年
金
は
、
国
民
年
金
制
度
が

発
足
し
た
当
時
（
昭
和
36
年
４
月
）、
す
で

に
ご
高
齢
で
あ
っ
た
た
め
に
、
老
齢
年
金

の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
い
方
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金
で
す
。

（
平
成
21
年
度
の
老
齢
福
祉
年
金
受
給
額

４
０
５
，
８
０
０
円
）

【
対
象
】
次
の
q
ま
た
は
w
に
該
当
す
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

q
明
治
44
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

w
生
年
月
日
が
明
治
44
年
４
月
２
日
か
ら

大
正
５
年
４
月
１
日
ま
で
の
方
で
、
保

険
料
納
付
済
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
り
、

保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期

間
を
合
算
し
た
期
間
が
生
年
月
日
に
応

じ
て
左
の
表
の
期
間
を
超
え
て
い
る
方

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
方
も
年
金
を
受
給
で

き
る
よ
う
、
受
給
資
格
期
間
と
し
て
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
期
間
が
あ
り
、
こ
の
期
間
を
「
合

算
対
象
期
間
」
と
い
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
と
免
除
さ
れ
た
期

間
に
合
算
対
象
期
間
を
加
え
た
期
間
が
25
年
以

上
あ
れ
ば
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
要
件
を
満
た

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　　

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
な
い
高
齢
者
の
方
で

次
の
よ
う
な
期
間
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

q
受
給
者
（
受
給
す
る
ご
本
人
）
が
、
恩

給
法
に
よ
る
年
金
、
労
災
保
険
法
に
よ

る
年
金
ま
た
は
被
用
者
年
金
各
法
に
よ

る
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
場
合

w
受
給
者
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
（
扶

養
親
族
が
い
な
い
場
合
１
５
９
万
５
千

円
）
を
超
え
る
場
合

e
受
給
者
の
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
義
務
者

の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
（
扶
養
親
族

が
い
な
い
場
合
３
４
０
万
１
千
円
）
以

上
の
場
合

r
海
外
に
居
住
し
て
い
る
場
合　

等

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
原
則

と
し
て
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
と
免
除
さ

れ
た
期
間
を
合
算
し
て
25
年
の
年
金
加
入
期
間

が
必
要
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の

年
金
制
度
の
変
遷
の
中
で
国
民
年
金
に
任
意
加

入
し
な
か
っ
た
り
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
に
よ
り
25

年
を
満
た
せ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
生
年

月
日
に
よ
り
、
25
年
の
加
入
期
間
が
な
く
て
も

受
給
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
年
金
の
支
給
が
全
部
ま

た
は
一
部
停
止
さ
れ
ま
す

◆ お問い合わせ先 ◆
○ねんきんダイヤル
　1０５７０−０５−１１６５
○コザ社会保険事務所
　1９３３−３４３７・３４３８
○市役所年金課
　1９７３−５４９８

大正3年4月2日 
　　～大正5年4月1日 

大正2年4月2日 
　　～大正3年4月1日 

明治45年4月2日 
　　～大正2年4月1日 

明治45年4月1日以前 ４年 

５年 

６年 

７年 

期間 生年月日 老
齢
福
祉
年
金
に
つ
い
て

q 昭和 36 年４月１日から昭和 61 年３
月 31 日までの期間で厚生年金、船員
保険、共済組合加入者の配偶者で国民
年金に任意加入しなかった期間

w 平成３年３月までの学生期間で、国
民年金に任意加入しなかった期間

e 昭和 37 年 12 月以降の地方議員（配
偶者含む）であって国民年金に任意加
入しなかった期間

r 昭和 36 年以降の 20 歳から 60 歳ま
での間で日本国籍を持つ方が海外に
在住していた期間

※上記以外でも合算対象期間に該当する場
合や、昭和 36 年４月１日から昭和 45 年
３月 31 日までの間で沖縄に住所を有して
いた期間の沖縄特例や、明治 44 年以降に
生まれた中国残留邦人の方で、永住帰国
した日から引き続き１年以上、日本国内
に住所を有している方の特例等により老
齢基礎年金の受給資格期間として計算さ
れる場合があります。

主な合算対象期間


